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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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ご意見を募集します

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

　
次
の
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

三
豊
市
文
化
芸
術
振
興
計
画

募
集
期
限

　
３
月
25
日
（
木
）
午
後
５
時
ま
で

提
出
先
　
生
涯
学
習
課

資
料
閲
覧
場
所

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
生
涯
学
習
課
、

　
各
支
所

意
見
の
提
出
方
法

　
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
送
信
後
連
絡
）、

　
郵
送
ま
た
は
持
参

▲

問い合わせ　生涯学習課　☎73-3135

　4
月
か
ら
固
定
資
産
帳
簿
の
縦
覧
お
よ
び

課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

　土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お
よ
び

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
　

　
自
分
の
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
価
格
と

比
較
す
る
た
め
、
市
内
の
他
の
土
地
や
家
屋

の
価
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
ま
た
は

納
税
管
理
人
、
代
理
人
（
納
税
者
の

委
任
状
が
必
要
）

※
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
は
縦
覧
で
き

ま
せ
ん
。

※
土
地
の
み
を
所
有
し
て
い
る
人
は
、

家
屋
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。
同
様

に
、
家
屋
の
み
を
所
有
し
て
い
る
人

は
、
土
地
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

期
間
　
４
月
１
日
（
木
）
〜
30
日
（
金
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
　
　
※
土
日
、
祝
日
は
除
く

場
所
　
税
務
課
ま
た
は
各
支
所

　
　
　
※
支
所
で
は
当
該
町
の
み
縦
覧
可
。

　
　
　
　
他
町
の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。

手
数
料
　
無
料
（
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
写
し

は
交
付
し
ま
せ
ん
）

縦
覧
内
容

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　　
納
税
義
務
者
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
う

ち
、
自
己
の
資
産
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
部

分
を
確
認
で
き
ま
す
。

対
象
　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
ま
た
は

借
地
人
・
借
家
人
（
賃
貸
借
契
約
書

が
必
要
）、
代
理
人
（
納
税
義
務
者

の
委
任
状
が
必
要
）

期
間
　
通
年

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
日
、
祝
日
は
除
く

場
所
　
税
務
課
ま
た
は
各
支
所

手
数
料
　
１
件
３
０
０
円

※
４
月
１
日
〜
30
日
の
縦
覧
期
間

中
は
無
料
（
コ
ピ
ー
が
必
要
な

場
合
は
１
枚
10
円
）

閲
覧
内
容

土
地

家
屋

所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
・
価
格

所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・
構
造
・

床
面
積
・
価
格

納
税
義
務
者

借
地
人
・

借
家
人

所
有
す
る
資
産
の
課
税
台
帳

借
り
て
い
る
土
地

ま
た
は
家
屋
の
課
税
台
帳

　縦
覧
・
閲
覧
の
際
に
は
、

本
人
確
認
を
す
る
た
め
、

納
税
通
知
書
ま
た
は

身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
な
ど
）
が

必
要
で
す

固定資産帳簿の縦覧・課税台帳の閲覧ができますくらし

原
付
・
バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の

異
動
手
続
き
は
４
月
１
日
ま
で
に

　
原
付
や
軽
自
動
車
な
ど
の
税
金
は
、

毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
せ

ら
れ
ま
す
。
対
象
と
な
る
人
は
、
４
月

１
日
（
木
）
ま
で
に
異
動
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
農
耕
用
を
含
む
小
型
特
殊
自
動
車
に

つ
い
て
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

対
象

・
他
人
に
車
を
譲
っ
た
人

・
廃
車
に
し
た
人

・
車
両
を
新
た
に
所
有

　
し
た
人

・
住
所
が
変
わ
っ
た
人

受
付
場
所

軽自動車税（種別割）は４月１日に課税されます

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006　　四国運輸局香川運輸支局　☎050－5540－2075
　　　　　　　軽自動車検査協会香川主管事務所　☎050－3816－3122

くらし

原
動
機
付
自
転
車

（
1
2
5
cc
以
下
）

小
型
特
殊
自
動
車

（
農
耕
用
な
ど
）

税
務
課

ま
た
は

各
支
所

（
1
2
6
cc
以
上
）

二
輪
の
軽
自
動
車

二
輪
の
小
型
自
動
車

四
国
運
輸
局

香
川
運
輸
支
局

軽
自
動
車

（
二
輪
を
除
く
）

種
　
類

受
付
窓
口

軽
自
動
車
検
査

協
会
香
川
主
管

事
務
所

国民年金のお知らせ

勤
め
先
を
退
職
し
た
ら
国
民
年
金
の

手
続
き
を

　
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合

な
ど
の
被
用
者
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人

を
除
き
、
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
会
社
を
退
職
し
た
場
合
は
、
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

扶
養
し
て
い
る
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、

配
偶
者
も
国
民
年
金
の
加
入
種
別
が
第
３

号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
に
変

わ
り
ま
す
。

　
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
、
退
職
し
た
日
が
分
か
る
証
明
書
、

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
、
市

民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

　
所
得
が
少
な
い
と
き
や
失
業
な
ど
に
よ

り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納

付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
免
除
や
猶
予
を
受
け
る
こ
と
で
、

老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
免
除
申
請
（
全
額
・
一
部
）

　
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
や
失
業

な
ど
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
、
全
額
ま
た

は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
納
付
猶
予
申
請

　
50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
、
配
偶
者
そ

れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
、
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
、
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
な
ど
（
失
業
特

例
を
申
請
す
る
場
合
）
を
持
っ
て
、
市
民

課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
年
金
相
談

●
日
時
　

　
３
月
10
日
（
水
）

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
所
　
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー

●
持
っ
て
い
く
も
の

　
　
年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ

か
、
相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委

任
状
お
よ
び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　
街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松

　
（
オ
フ
ィ
ス
）

　
☎
0
8
7
（
8
1
1
）
6
0
2
0

▲

問い合わせ　　　　　　　　　市民課　☎73－3005　 　　
善通寺年金事務所　☎0877－62－1662

日本年金機構ホームページ　https://www.nenkin.go.jp/

くらし

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

▲

問い合わせ　　　　 健康課 ☎73-3014　　　
県後期高齢者医療広域連合事務局 ☎087-811-1866

お知らせ

交
通
事
故
に
つ
い
て

　
後
期
高
齢
者
が
、
交
通
事
故
な
ど
第
三
者

（
加
害
者
）
の
行
為
で
受
け
た
傷
病
に
よ
っ

て
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
治
療
を
受
け

た
場
合
、
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
、

医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替
え
て
、
加
害
者

に
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

医
療
機
関
を
受
診
す
る
際
は
傷
病
原
因
を
申

し
出
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
必
ず
健
康
課
、

各
支
所
ま
た
は
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
に
「
第
三
者
行
為
（
交
通

事
故
等
）
に
よ
る
傷
病
届
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
示
談
を
す
る
場
合
は
、

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

募集


